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平成２４年度指定肉用子牛保証基準価格及び合理化目標価格算定要領

１．保証基準価格

保証基準価格については、次の５種の品種区分ごとに算定する。

①黒毛和種 ②褐毛和種 ③その他の肉専用種 ④乳用種 ⑤交雑種

肉用子牛の保証基準価格は、保証基準価格算定の基準期間における肉用子牛

農家販売価格（Ｐ0）に品種区分ごとの生産費指数（Ｉ）を乗じ、これを市場取

引換算係数（ｍ）及び定数（ｋ）により指定肉用子牛の市場取引価格に換算し、

算出された価格にそれぞれの品種格差係数（Ｄ）を乗じて算定する。

Ｐ＝｛（Ｐ0×Ｉ）×ｍ＋ｋ｝×Ｄ

Ｐ ：求める価格（保証基準価格）

Ｐ0 ：基準期間の肉用子牛（和子牛及び乳子牛）農家販売価格

Ｉ ：基準期間に対する価格算定年度の子牛の生産費の変化率

（生産費指数）

ｍとｋ ：指定肉用子牛（黒毛和種・褐毛和種）の市場取引価格に対する

和子牛農家販売価格、及び指定肉用子牛（乳用種）の市場取引

価格に対する乳子牛農家販売価格の回帰関係から求めた係数

（市場取引換算係数）及び定数

Ｄ ：指定肉用子牛（黒毛和種・褐毛和種）の市場取引価格と指定肉

用子牛（黒毛和種、褐毛和種、その他の肉専用種）の市場取引

価格との格差、及び指定肉用子牛（乳用種）の市場取引価格と

指定肉用子牛（交雑種）の市場取引価格との格差から求めた係

数（品種格差係数）
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（１）基準期間の肉用子牛農家販売価格（Ｐ0）の計算

「農業物価統計」による基準期間（昭和５８年２月から平成２年１月まで

の７年間）の和子牛農家販売価格（おす、めす平均）及び乳子牛農家販売価

格（おす）を平均して算出する。

ただし、肉用子牛の農家販売価格が基準期間の平均値から１標準偏差を超

えて低落、又は高騰している月は除外して算出する。

（２）生産費指数（Ｉ）の計算

ア．基準期間の生産費における各費目の実質費用（ｑ0）の計算

「子牛（和子牛）生産費調査」及び「乳用おす育成牛生産費調査」によ

る基準期間（昭和５８年から平成元年までの７年間）各年の生産費につい

て、各費目ごとに名目費用を対応する物価指数（平成１７年＝１００）で

除したものを費目ごとに平均して算出する。

なお、「乳用おす育成牛生産費調査」は平成元年に調査を開始したため、

平成元年から平成７年までの７年間の調査結果及び「農業物価統計」に基

づいて、基準期間の生産費を遡って推計する。

イ．価格算定年度の生産費における各費目の実質費用（ｑ1）の計算

各費目ごとに、平成１６年度から平成２２年度の実質費用の傾向に基づ

き算出する。

ウ．基準期間の各費目に対応する物価指数（ｐ0）の計算

基準期間各年の生産費の各費目に対応する「農業物価統計」等の物価指

数を費目ごとに平均して算出する。

エ．最近時の各費目に対応する物価指数（ｐ1）の計算

「農業物価統計」等による各費目に対応する最近時の物価指数を費目ご

とに平均して算出する。

ただし、黒毛和種、褐毛和種及びその他の肉専用種の繁殖めす牛償却費

並びに乳用種及び交雑種のもと畜費は、品種ごとに算出する。
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オ．生産費指数（Ｉ）の計算

各費目ごとにｑ0とｐ0を乗じて得られた費用の合計（Σｑ0ｐ0）を分母

とし、ｑ1とｐ1を乗じて得られた費用の合計（Σｑ1ｐ1）を分子として品

種区分ごとに算出する。

価 格 算 定 年 度 に
(Σｑ1ｐ1)

見込まれる肉用子牛生産費
生産費指数（Ｉ）＝

基準期間の肉用子牛生産費 （Σｑ0ｐ0）

（３）市場取引換算係数（ｍ）及び定数（ｋ）の計算

一定期間（平成１７年２月から平成２４年１月までの７年間）の指定肉用

子牛（黒毛和種・褐毛和種）の市場取引価格に対する和子牛農家販売価格、

及び指定肉用子牛（乳用種）の市場取引価格に対する乳子牛農家販売価格の

回帰関係から関係式を求めて算出する。

（４）品種格差係数（Ｄ）の計算

基準期間（昭和５８年２月から平成２年１月までの７年間）の指定肉用子

牛（黒毛和種・褐毛和種）の市場取引価格と指定肉用子牛（黒毛和種、褐毛

和種、その他の肉専用種）の品種ごとの市場取引価格、及び指定肉用子牛

（乳用種）の市場取引価格と指定肉用子牛（交雑種）の市場取引価格との関

係から格差を求めて算出する。
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２．合理化目標価格

合理化目標価格については、次の５種の品種区分ごとに算定する。

①黒毛和種 ②褐毛和種 ③その他の肉専用種 ④乳用種 ⑤交雑種

肉用子牛の合理化目標価格は、一定期間における輸入牛肉価格（Ｃ）に関税

率及び諸経費（Ｔ）を乗じ、輸入牛肉の部分肉価格を算出し、これに品質格差

係数（Ｑ）を乗じて品質格差を考慮した輸入牛肉に対抗しうる国産牛肉の部分

肉価格とし、これを肥育牛換算係数（ｕ）及び定数（ｖ）により肥育牛農家販

売価格に換算し、更に出荷体重（Ｗ）を乗じて１頭当たりの肥育牛農家販売価

格としたものから肥育に要する合理的な費用の額（Ｇ）を控除して肉用子牛農

家購入価格とし、これを肉用子牛の市場取引換算係数（ｍ）及び定数（ｋ）に

より肉用子牛の市場取引価格に換算し、算定する。

品種区分ごとの合理化目標価格は、①、②及び③については黒毛和種・褐毛

和種の合理化目標価格に相当する価格を上記の方法で算出し、これに品種格差

係数（Ｄ）を乗じ、算定する。また、④については上記の方法で算定し、⑤に

ついては、④に品種格差係数（Ｄ）を乗じ、算定する。

Ｐ ＝《[{（Ｃ×Ｔ×Ｑ)×ｕ＋ｖ}×Ｗ－Ｇ]×ｍ＋ｋ》×Ｄ

Ｐ ：求める価格（合理化目標価格）

Ｃ ：輸入牛肉価格

Ｔ ：１＋関税率及び諸経費

Ｑ ：輸入牛肉の部分肉価格と去勢肥育和牛及び乳用おす肥育牛

それぞれの部分肉価格との比率（品質格差係数）

ｕとｖ：肥育牛の農家販売価格に対する国産牛肉の部分肉価格の回

帰関係から求めた係数（肥育牛換算係数）及び定数

Ｗ ：肥育牛の出荷体重

Ｇ ：肥育に要する合理的な費用の額

ｍとｋ：指定肉用子牛の市場取引価格に対する肉用子牛（和子牛及

び乳子牛）農家購入価格の回帰関係から求めた係数（市場

取引換算係数）及び定数

Ｄ ：指定肉用子牛（黒毛和種・褐毛和種）の市場取引価格と指

定肉用子牛（黒毛和種、褐毛和種、その他の肉専用種）の

市場取引価格との格差、及び指定肉用子牛（乳用種）の市

場取引価格と指定肉用子牛（交雑種）の市場取引価格との

格差から求めた係数（品種格差係数）
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（１）輸入牛肉価格（Ｃ）の計算

通関実績による一定期間（米国産牛肉の輸入停止期間を除く平成１１年７

月から平成１５年１２月まで及び平成１８年８月から平成２４年１月までの

１０年間）の豪州産及び米国産、並びに冷蔵品及び冷凍品ごとの輸入価格の

平均価格を、一定期間（米国産牛肉の輸入停止前の平成１５年１月から平成

１５年１２月まで及び直近の平成２３年２月から平成２４年１月までの２年

間）の豪州産及び米国産、並びに冷蔵品及び冷凍品の輸入比率で加重平均し、

これに一定期間（平成１９年２月から平成２４年１月までの５年間）の外国

為替相場の平均値を乗じ、算出する。

（２）関税率及び諸経費（Ｔ）

算定年度の翌年度の関税率（３８．５％）及び諸経費（１２％。うち輸入

諸掛率７％、消費税率５％）から算出する。

（３）品質格差係数（Ｑ）の計算

（独）農畜産業振興機構調べによる一定期間（米国産牛肉の輸入停止期間

に対応する期間を除く平成１４年７月から平成１６年１月まで及び平成１８

年９月から平成２４年１月までの７年間）の豪州産牛肉の部分肉価格と、米

国産牛肉の部分肉価格とを、一定期間（米国産牛肉の輸入停止前の平成１５

年１月から平成１５年１２月まで及び直近の平成２３年２月から平成２４年

１月までの２年間）の輸入比率で加重平均した輸入牛肉の部分肉価格と一定

期間（米国産牛肉の輸入停止期間に対応する期間を除く平成１４年７月から

平成１６年１月まで及び平成１８年９月から平成２４年１月までの７年間）

の（財）日本食肉流通センターの去勢肥育和牛及び乳用おす肥育牛の部分肉

価格との比率をそれぞれ算出する。
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（４）肥育牛換算係数等（ｕとｖ、Ｗ）

去勢肥育和牛及び乳用おす肥育牛それぞれについて、一定期間（平成１７

年２月から平成２４年１月までの７年間）の「農業物価統計」による農家販

売価格に対する部分肉価格の回帰関係から関係式を求めて算出する。さらに、

一頭当たりの出荷体重（Ｗ）を乗じる。

（５）肥育に要する合理的な費用の額（Ｇ）の計算

次により去勢肥育和牛及び乳用おす肥育牛の肥育に要する合理的な費用の

額を算出する。

ア．平成２２年度のもと畜費以外の生産費における各費目の実質費用（ｑ0）

の計算

「平成２２年度去勢若齢肥育牛生産費調査」及び「平成２２年度乳用お

す肥育牛生産費調査」に基づき求めた平成２２年度のもと畜費以外の各費

目の費用を各費目に対応する物価指数（平成１７年＝１００）で除して算

出する。

イ．最近時の各費目に対応する物価指数（ｐ1）の計算

「農業物価統計」等による各費目に対応する最近時の物価指数を費目ご

とに平均して算出する。

ウ．価格算定年度のもと畜費以外の生産費の計算

ｑ0とｐ1を乗じて得られた費用を合計（Σｑ0ｐ1）して算出する。

エ．ウで求めた費用の合計に資本利子及び地代を加算して算出する。
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（６）市場取引換算係数（ｍ）及び定数（ｋ）の計算

一定期間（平成１７年２月から平成２４年１月までの７年間）における指

定肉用子牛（黒毛和種・褐毛和種）の市場取引価格に対する和子牛農家購入

価格、及び指定肉用子牛（乳用種）の市場取引価格に対する乳子牛農家購入

価格の回帰関係から関係式を求めて算出する。

（７）品種格差係数（Ｄ）の計算

一定期間（平成１７年２月から平成２４年１月までの７年間）の指定肉用

子牛（黒毛和種・褐毛和種）の市場取引価格と指定肉用子牛（黒毛和種、褐

毛和種、その他の肉専用種）の品種ごとの市場取引価格及び指定肉用子牛

（乳用種）の市場取引価格と指定肉用子牛（交雑種）の市場取引価格との関

係から格差を求めて算出する。


